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司法行政文書不開示通知書

平成30年6月6日付け（同月7日受付，最高裁秘書第2417号）で申出のあ

りました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたの

で通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

「大韓民国の電子訴訟」 と題する文書（平成29年12月頃に取得したもの）

（日本語版に限る。 ）

2 開示しないこととした理由

1の文書には，公にすると他国との信頼関係が損なわれるおそれがある情報が

記載されており， この文書は，全体として行政機関情報公開法第5条第3号に定

める不開示情報に相当することから，開示しないこととした。
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